
情報公開条例と個人情報保護条例の運用状況のお知らせ
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くらしの

情報

健康診査希望調査票の
　　　提出はお済みですか
　市では、生活習慣病の発症や重症化などを予防
するため健康診査を実施しています。今回、健康
診査希望調査票を提出していない世帯を市の臨時
職員や専門業者、市民ボランティアが訪問し、健
診のご案内をしますのでご協力をお願いします。
■対　象＝40歳から74歳までの国民健康保険加
入者で、今年４月に郵送した「健康診査希望調
査票」を提出していない人。
※対象者数などによって訪問できない場合があり
ますのでご了承ください。
■訪問時期＝６月17日㊊から順次。

　市では、透明性の高い市政運営と市民参加による“より開かれた市政”の実現を目ざして、「情報
公開条例」と「個人情報保護条例」を施行しています。これらの条例では、行政文書の公開請求
の件数や処理状況などを年１回公表することとしています。
　今回は、平成24年度分のそれぞれの運用状況についてお知らせします。

※「請求件数」とは、公開請求の対象となる書類別の件数です。例えば、領収書や支出
伝票などをそれぞれ個別に１件として数えたものです。

■情報公開条例の運用状況
①行政文書の公開請求の件数と処理状況

②不服申し立て件数…０件

実施機関名 請求者数 請求件数 全部公開 一部公開 非公開
請求に対する決定の内容

210
9
0
0
0
0
0
0
219

50
9
0
0
0
0
0
0
59

46
9
0
0
0
0
0
0
55

152
0
0
0
0
0
0
0
152

12
0
0
0
0
0
0
0
12

市　長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
病院事業の管理者
議　会
合　計

■個人情報保護条例の運用状況
①自己情報の開示請求の件数と処理状況

②不服申し立て件数…０件

実施機関名 請求者数 請求件数 全部公開 一部開示 不開示
請求に対する決定の内容

2
0
0
0
0
0
1
0
3

2
0
0
0
0
0
1
0
3

0
0
0
0
0
0
1
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0
1

市　長
教育委員会
選挙管理委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
病院事業の管理者
議　会
合　計

くらしの情報

□問本庁・高齢者支援課

金婚夫婦該当者は
ご連絡を

　第55回熊日金婚夫婦表彰式が９月に行わ
れます。今年の該当者は、昭和38年に結婚
され、満50年になられるご夫婦です。
　該当されるご夫婦は、電話またはハガキ・
ＦＡＸ（結婚年月日と、ご夫婦の住所・氏名〔ふ
りがな〕・年齢・電話番号を記入）で、７月
12日㊎までに本庁・高齢者支援課へご連絡
ください。
〔郵　送〕〒863－8631（住所記入不要）
　　　　天草市役所・高齢者支援課
〔ＦＡＸ〕㉗0155
※各支所担当課の窓口でも受け付けます。

　

保
護
者
の
病
気
や
そ
の
他
の
理

由
に
よ
り
、
子
育
て
が
一
時
的
に

困
難
と
な
っ
た
場
合
な
ど
に
、
安

心
し
て
子
育
て
を
し
て
い
た
だ
く

た
め
、
市
が
契
約
す
る
児
童
福
祉

施
設
に
お
い
て
一
定
期
間
養
育
を

行
う
事
業
を
始
め
ま
す
。

▼
事
業
内
容

●
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
…
児
童
福
祉

施
設
に
お
い
て
一
時
的
に
養
育

を
行
い
ま
す
（
原
則
７
日
以
内

の
利
用
）。

●
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
…
子
ど

も
を
児
童
福
祉
施
設
に
通
所
さ

せ
て
、
生
活
指
導
や
夕
食
の
提

供
な
ど
を
行
い
ま
す
（
宿
泊
は

で
き
ま
せ
ん
）。

▼
対
象
＝
市
内
に
住
ん
で
い
る
０

歳
か
ら
18
歳
ま
で
の
子
ど
も
。

　

固
定
資
産
評
価
基
準
の
改
正
に

よ
り
、
平
成
24
年
度
か
ら
「
冷
蔵

（
低
温
）
倉
庫
」
用
建
物
の
評
価

額
が
早
く
減
少
す
る
新
し
い
計
算

方
法
で
算
出
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象
の
要
件
＝
●
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
や
鉄
骨
造
な
ど
、
木

造
以
外
の
倉
庫
で
あ
る
●
冷
蔵

設
備
に
よ
っ
て
倉
庫
内
の
保
管

温
度
が
常
に
10
度
以
下
に
保
た

れ
て
い
る
●
１
棟
の
建
物
内
に

事
務
所
や
工
場
な
ど
冷
蔵
庫
以

外
で
使
用
し
て
い
る
部
分
が
あ

る
場
合
、「
冷
蔵
倉
庫
」
部
分

が
床
面
積
の
50
％
以
上
と
な
っ

て
い
る
。

※

業
務
用
冷
蔵
庫
な
ど
を
設
置
し

て
い
る
だ
け
の
一
般
倉
庫
は
、

該
当
し
ま
せ
ん
。

※

す
べ
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い

て
も
、
建
築
後
一
定
の
年
数
が

経
過
し
た
倉
庫
の
評
価
額
は
変

わ
り
ま
せ
ん
。

　

該
当
す
る
倉
庫
用
建
物
に
つ
い

て
は
、
現
地
調
査
を
行
い
ま
す

の
で
、
所
有
し
て
い
る
人
は
本

▼
利
用
要
件

●
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
…
保
護
者
が

疾
病
、
看
護
、
出
産
、
事
故
、

災
害
、
冠
婚
葬
祭
、
転
勤
、
出

張
や
学
校
行
事
へ
の
参
加
な
ど

に
よ
り
、
家
庭
で
の
子
ど
も
の

養
育
が
一
時
的
に
困
難
と
な
る

場
合
。

●
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
…
保
護

者
が
仕
事
等
で
帰
宅
が
恒
常
的

に
夜
間
に
な
る
た
め
、
子
ど
も

の
生
活
指
導
や
家
事
な
ど
が
困

難
な
場
合
。

▼
利
用
料
金
＝
世
帯
の
課
税
状
況

に
よ
り
料
金
が
か
か
り
ま
す
。

▼
申
込
方
法
＝
事
前
に
本
庁
・
子

育
て
支
援
課
ま
た
は
各
支
所
担

当
課
に
備
え
付
け
の
利
用
券
交

付
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

□問
本
庁
・
子
育
て
支
援
課

　

熊
本
地
方
法
務
局
と
県
人
権
擁

護
委
員
連
合
会
で
は
、
学
校
で
の

「
い
じ
め
」
や
家
庭
内
で
の
児
童

虐
待
が
依
然
と
し
て
数
多
く
発
生

庁
・
課
税
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

□問
本
庁
・
課
税
課

　

市
で
は
、
高
齢
者
や
重
度
心
身

障
が
い
者
（
児
）
が
、
市
が
指
定

す
る
タ
ク
シ
ー
を
利
用
し
た
場
合

に
、
そ
の
基
本
料
金
を
助
成
す
る

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象
＝
市
内
に
在
宅
で
生
活
し

て
い
る
人
の
う
ち
、
バ
ス
停
留

所
ま
た
は
定
期
船
発
着
所
か
ら

１
㎞
以
上
離
れ
て
い
る
地
区
に

居
住
す
る
人
で
、
次
に
該
当
す

る
人
。

　

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た

は
２
級
の
所
持
者
②
療
育
手
帳

Ａ
１
ま
た
は
Ａ
２
の
所
持
者
③

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

50
年
政
令
第
２
０
７
号
）
別
表

第
１
に
該
当
す
る
人
④
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
所
持
者

⑤
70
歳
以
上
の
高
齢
者
。

　

な
お
、
下
肢
不
自
由
者
ま
た
は

視
覚
障
が
い
者
で
身
体
障
害
者
手

帳
１
級
を
所
持
し
て
い
る
人
は
、

バ
ス
停
留
所
な
ど
か
ら
の
距
離
に

関
係
な
く
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
対
象
者
ま
た
は
対
象

者
の
家
族
な
ど
の
自
家
用
車
に
よ

る
移
動
が
で
き
る
人
は
、
該
当
し

ま
せ
ん
。

▼
申
込
方
法
＝
本
庁･

高
齢
者
支

援
課
ま
た
は
各
支
所
担
当
課
へ

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
持
参

の
う
え
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。

□問
本
庁･

高
齢
者
支
援
課

　

市
で
は
、
各
種
申
請
な
ど
に
必

要
な
納
税
証
明
書
を
発
行
し
て
い

ま
す
。

　

た
だ
し
、
納
税
し
て
か
ら
納
入

の
確
認
が
と
れ
る
ま
で
に
10
日
程

度
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
税
金
を
納
入
後
、
早
急
に
納

税
証
明
書
が
必
要
な
場
合
は
、
納

税
が
確
認
で
き
る
書
類
（
領
収
書

ま
た
は
口
座
振
替
の
場
合
は
預
金

通
帳
）
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
申
請
す
る
と
き
は
、
運

転
免
許
証
な
ど
本
人
が
確
認
で
き

る
身
分
証
明
書
（
代
理
人
が
申
請

す
る
場
合
は
委
任
状
と
代
理
人
の

身
分
証
明
書
）
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

□問
本
庁･

納
税
課

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
を

め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
の

解
決
を
図
る
取
り
組
み
を
強
化
す

る
た
め
、
全
国
一
斉
「
子
ど
も
の

人
権
１
１
０
番
」
強
化
週
間
を
実

施
し
ま
す
。

▼
期
間
＝
６
月
24
日
㊊
か
ら
同
30

日
㊐
ま
で
の
７
日
間
。

▼
時
間
＝
６
月
24
日
㊊
か
ら
同
28

日
㊎
ま
で
は
午
前
８
時
30
分
か

ら
午
後
７
時
ま
で
。
６
月
29
日

㊏
・
30
日
㊐
は
午
前
10
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で
。

▼
相
談
電
話
＝「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
専
用
相
談
電
話
０

１
２
０
（
０
０
７
）
１
１
０

▼
相
談
担
当
者
＝
人
権
擁
護
委

員
・
法
務
局
職
員
。

▼
相
談
内
容
＝
い
じ
め
・
暴
力
・

虐
待
・
体
罰
な
ど
子
ど
も
を
め

ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
。

※

相
談
内
容
に
つ
い
て
の
秘
密
は

守
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
熊
本
地

方
法
務
局
で
は
、
同
強
化
週
間

以
外
に
つ
い
て
も
、
月
曜
か
ら

金
曜
日
ま
で
の
午
前
８
時
30
分

か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
、
同

専
用
相
談
電
話
で
相
談
に
応
じ

て
い
ま
す
。

□問
熊
本
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
０
９
６（
３
６
４
）２
１
４
５

福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
の

　
　
　
　
　

申
請
に
つ
い
て

※詳しいことは□問に
　お問い合わせください。

「
冷
蔵
倉
庫
」
を

　
　
　
　

お
持
ち
の
人
へ

納
税
証
明
書
の

　
　

交
付
申
請
の
と
き
は

□問天草中央保健福祉センター☎㉔0620
　天草東保健福祉センター☎663355
　天草西保健福祉センター☎753301□問本庁・総務課

子
育
て

子
育
て

行
　
政

行
　
政

子
育
て
短
期
支
援
事
業
を

　
　
　
　
　
　

始
め
ま
す

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
強
化
週
間


